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畜産環境対策の現状と行政の動向 

農林水産省生産局畜産部畜産振興課 田島 隆自 

１ はじめに 

畜産環境対策については、平成 16 年の家畜排せつ物法の本格施行から 10 年以上を経て、一定の

水準に達していると言える一方で、年間に約８千万トン発生している家畜排せつ物のさらなる利用

拡大の他、飼養規模拡大への対応、法令遵守の徹底、国民の環境意識の高まりへの対応等が課題にな

っている。

２ 畜産環境対策をめぐる現状 

（１）家畜排せつ物法施行状況調査

家畜排せつ物法の対象

農家（牛、豚、鶏、馬を飼

養する一定規模以上の農

家）のうち 99.98％が管理

基 準 を 遵 守 し て い る

（H28.12.1 時点）。なお、

戸数ベースで見ると管理

基準の対象は６割に留ま

るが、排せつ物発生量ベー

スであれば十分な範囲（約 98％と試算）をカバーしている。

（２）苦情発生状況

畜産経営に起因する苦情発生戸数は一貫して減少傾向にあるが、苦情発生率（畜産農家戸数当た

りの発生戸数）は横ばいである。種類別では、悪臭苦情が過半を占めており、畜種別の発生率では採

卵鶏や養豚で高く、またこれらの畜種では特に悪臭苦情が多い。また、各畜種で、飼養規模が大きく
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なるに連れて苦情発生率が高くなっている。

経営の効率化や生産基盤の強化のため、各畜種において規模拡大が進展しているが、規模拡大に

当たっては、これまで以上に近隣住民との良好な関係構築等に留意しながら進める必要がある。

（３）関係法令への対応

水質汚濁防止法については、畜産業に設定

されている暫定排水基準（硝酸性窒素等及び

窒素・りん）が徐々に強化されており、現行

の暫定基準値はそれぞれ H31 年 6 月末、H30

年 9 月末に適用期限を迎える。また、悪臭防

止法においては臭気指数規制の設定地域が

徐々に増加している。

（４）家畜排せつ物の利用促進

「家畜排せつ物の利用の促進を図るため

の基本方針」においては、引き続き堆肥化等

を経て農地に還元することを中心とする一方

で、地域の状況に応じてエネルギー利用等を

行うこととしている。

堆肥の利用については、地域間の偏在が引

き続き課題となっているが、それを乗り越え

て、地域ごとの方法で堆肥の広域流通に成功

する事例も見られる。また近年、肥料取締法

において「混合堆肥複合肥料」、「混合動物排

せつ物複合肥料」等の公定規格が新設・追加
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され、家畜排せつ物を普通肥料の原料として利用する途が拡大されつつある。また凝集促進剤を含む

堆肥について、これまで普通肥料（し尿汚泥肥料等）として扱うこととなっていたが、本年９月の食

品安全委員会への諮問・答申を経て、特殊肥料として扱っても安全性に問題がないことが確認された

ところ（所要の手続きを経て、11 月中に公定規格が見直される見込み（9 月時点））であり、堆肥の

一層の利用促進が期待される。 

また、ＦＩＴ（再生可能エネルギー由

来の電力の固定価格買取制度）を背景に、

メタン発酵等の高度利用を行う事例も増

加している。メタン発酵は、消化液の散

布または処理が必要であるが、臭気対策

にもなることから、現場における関心は

高く、今後も増加すると見込まれる。 

 

３ 今後の主な課題と対応 

（１）関係法令の遵守 

家畜排せつ物法管理基準のうち、「構

造設備基準」については殆どの農家が遵

守しているが、各地で個別の畜産環境問

題が続発していることから、堆肥化や浄

化処理等をより適切に推進していくほ

か、施設の老朽化が進んでいること等も

踏まえ、今後は堆肥舎等の維持管理や、

排せつ物処理利用の記録などを定めた

「管理の方法に関する基準」への対応が

重要になると考えており、昨年から普及

活動を行っているところである。今後と

もこの取組を継続するとともに、家畜排

せつ物法施行状況調査の在り方も見直

す予定（9 月時点）としている。 

 

（２）関係法令の遵守 

水質汚濁防止法（特定施設設置・変更

の届出、排水基準の遵守、排水性状の測

定・記録等）や肥料取締法（特殊肥料製

造の届出等）などその他の関係法令につ

いても、畜産業に対する国民の信頼を得

続けるためにも、これらの遵守を再認識

する必要がある。 

 

（３）さらなる堆肥利用の推進 
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各地で堆肥の利用や広域流通が行われているが、堆肥の過剰感が解消できていない地域も未だ多

い。一方で耕種側でも、堆肥利用に対する理解や関心が十分ではない、あるいは欲しい堆肥が手に入

らないという例もある。そのような地域においては、良質堆肥の生産や、運搬等のサービスの提供な

ど、畜産側の努力によって堆肥利用を大幅に増やせる余地がある。また、環境保全型農業の推進や、

りん等資源の枯渇が懸念される肥料を代替する観点からも、堆肥の利用を拡大していくことが必要

であり、耕種側のニーズにあった堆肥やサービス提供のほか、耕種側で使いやすい形状・成分の高機

能堆肥の開発などを進めていく必要がある。

（４）地球温暖化対策

畜産業由来の温室効果ガス（ＧＨＧ）として、主に家畜排せつ物管理及び消化管内発酵に由来す

る CH4 及び N2O を排出しており、我が国全体の総排出量の約１％（農林水産業由来の約 1/3）を占

めている。

本年３月に策定した「農林水産省地球温暖化対策計画」において、家畜排せつ物処理方法の改善、

アミノ酸バランス改善飼料（これについては排水の水質改善等の効果も確認されており、その面から

も普及が期待される）の給餌等によるＧＨＧの排出削減を進めることとしている。また、牛の生体・

個体差に基づく消化管内発酵由来 CH4 を削減する技術など、新たな排出削減技術の開発も始まって

いる。

（５）その他

① クロピラリド対策

クロピラリドは米国、豪州等で除草剤成分

として幅広く使用されており、輸入粗飼料のほ

か、穀類や加工穀類（小麦ふすま等）に残留し、

家畜に給与された場合、堆肥を通じて園芸作物

等の生育に障害を起こす可能性がある（家畜や

人の健康に影響を及ぼす恐れはない）。我が国

においては農薬取締法に基づく登録申請がな

いため使用されていないが、平成 17 年に、ク

ロピラリドが原因と疑われるトマト及びミニ

トマトの生育障害が報告され、近年になっても

依然としてクロピラリドが原因と疑われる生

育障害の発生が散見されていることから、昨年

度から改めて各段階でのリスク低減対策を実

施しているほか、さらなる実態調査等を進めて

いるところである。

本件は問題の構図が非常に複雑であり、未

解明の部分も多いため、現場で指導にあたる皆

様や関係農家の皆様等にはご心配をおかけし

ているところである。適切に対応すれば障害発生を避けることができるが、誤った認識に基づき、家

畜ふん堆肥への警戒感が必要以上に高まれば、その滞留が起きる恐れもある。家畜ふん堆肥の利用は、
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環境保全型農業の推進や資源循環の観点から不可欠なものであることも踏まえ、関係者の皆様にお

かれては、正しい知識に基づき、冷静にご対応いただけるよう、切にお願いする。

② 「ＡＧＭＩＲＵ（アグミル）」

農業競争力強化に向けて、農業者が各種生産資材の購入先について、価格等を比較して選択でき

る環境を整備するため、資材の購入者・販売者双方に新たな価値を提供する場である「ＡＧＭＩＲＵ

（アグミル）」を開発し、本年６月から運用を開始した。ここでは、資材の購入者が農業資材の希望

条件（資材の価格・内容はもちろん、地域や、配送やアフターサポートなどサービスに関する条件な

ども含む）を登録すると、複数の販売者より様々な条件で見積もりを受けることができるという仕組

みになっており、購入者・販売者とも無料で登録し利用することができる。また、対象となる資材と

して、まずは肥料を想定して運用が開始されたものの、今後は関係者の意見を聞きながら、堆肥を含

めた他の資材でも使えるように仕組みを改善していく計画となっている（詳細は、「アグミル」で検

索し同サイトをご参照いただきたい）。

４ 終わりに 

畜産環境対策は、関係者が多岐にわたり、技術的要素も複雑で、地域や個々の農家によっても状

況は様々である。このため、統計的な数字や断片的な情報だけでは、施策の推進はもちろん、現場の

状況を正しく把握することすら困難であり、畜産農家の皆様、現場の指導者や関係者の皆様のご理

解・ご協力が不可欠である。狭小な国土で畜産業を振興していく以上、畜産環境対策は永遠に向き合

わなければならない課題であり、また資源の有効利用という観点からも極めて重要な課題であるこ

とから、引き続き関係者の皆様のご指導・ご理解・ご尽力を頂戴したい。
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